
  

Ⅲ．Ａの所有する甲不動産と乙不動産は，いずれもＡが親からの相続によって取得したも

のであり，いずれの登記名義もＡ名義となっていた。Ａには妻Ｂと嫡出子Ｃがいる。この

前提のもとに，以下の問(１)～(５)に答えよ。なお，各問は，相互に関連しないものとす

るが，いずれも 10月５日を基準時とする。問(１)～(３)の解答は，茶色の解答用紙（その

２）の表面に，問(４)・(５)の解答は，茶色の解答用紙（その２）の裏面に，それぞれど

の問に対するものであるかその番号を明示してしるせ。 

 

(１)９月１日，Ａは甲をＤ社に売却する契約を締結し，10 月５日に引渡しと移転登記，

10月 15日に代金 1000万円の支払がされる旨の合意がされた。しかし，９月末にＤの

資力が急に悪化し，10月４日，Ａはそのことを知った。この場合において，ＡはＤに

対しどのような主張をすることができるかについて論ぜよ。 

(２)９月１日，Ａは甲をＥに売却する契約を締結した。９月 20日に引渡しと移転登記，

９月末日に代金 1000万円の支払がされる旨の合意がされていたが，９月 20日にＡが

特に理由もなく引渡しと移転登記に応じなかったので，９月末日をすぎてもＥは代金

の支払をしていない。この場合において，ＥはＡに対しどのような主張をすることが

できるかについて論ぜよ。 

(３)９月１日，Ａは甲をＦに売却する契約を締結し，Ｆは代金 1000万円を支払った。９

月末日に引渡しと移転登記をする旨の合意がされていたが，９月 10日にＡは死亡し，

Ｂが相続を放棄して，ＣがＡを単独相続した。遺言はない。Ｃは甲のＦへの売却を知

らなかったので，９月 28日に甲の登記名義はＣに移転された。この場合において，Ｆ

はＣに対しどのような主張ができるかについて，民法177条の「第三者」の定義に言

及しながら論ぜよ。 

(４)９月１日，Ａは甲をＧに売却する契約を締結し，Ｇは代金 1000万円を支払った。９

月末日に引渡しと移転登記をする旨の合意がされていたが，９月 10日にＡは死亡し，

ＢとＣがＡを共同相続した。遺言はない。９月 28日，Ｃは書類を偽造して，甲につい

て単独で相続したように登記をした上で，Ｈに代金 1100万で売却して登記を移転した。

この場合におけるＧとＨＣＢとの間の法律関係について論ぜよ。 

(５)Ａは，９月５日付けの「甲と乙をＢに遺贈する」旨の遺言を残して，９月 10日に死

亡した。Ａには他に見るべき財産はない。一方，Ｃには見るべき財産がなく，Ｉに対

する返済期限がすぎている1000万円の債務がある。この場合におけるＩＣＢ間の法律

関係について論ぜよ。 
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注 意 

 

 

 
１．試験開始の指示があるまでこの問題冊子を開いてはいけません。 

２．解答用紙は黒インクのボールペンまたは万年筆で記入してください。黒インクのボー

ルペンまたは万年筆を忘れた者は監督に申し出てください。（黒鉛筆・シャープペンシ

ルなどを使用してはいけません。） 

３．この問題冊子は４ページまでとなっています。試験開始後，ただちにページ数を確認

してください。 

４．解答用紙にはすでに受験番号が記入されていますので，あなたの受験番号の番号であ

るかどうかを確認してください。 

５．解答は解答用紙の指定された解答欄に記入し，その他の部分には何も書いてはいけま

せん。 

６．解答用紙を折り曲げたり，破ったり，傷つけたりしないように注意してください。 

７．この問題冊子は持ち帰ってください。 

 

 

 

－民事法１－ 



  

Ⅰ．次の文を読み，下記の問に答えよ。解答は，紺色の解答用紙（その１）の表面にしる

せ。 

 

 Ｐ株式会社には，その株主として，Ａ，Ｂ，Ｃ，およびＤの４名が存在する。このうち

ＡはＰ会社の代表取締役であり，ＢおよびＣはその取締役である。これらの取締役は，す

べて今期で任期を満了することになっており，平成 20年の定時株主総会（以下，「本件総

会」という）では取締役選任の件について付議される予定である。なお，Ｐ会社には取締

役会が設置されていない。 

 Ａは，本件総会を開催するに当たり，自らのほか，ＢおよびＣに対して，会社法の定め

る期間内に会社法の許容する方法に従って株主総会招集通知を発した。だが，Ｄは入院中

であったことから，本件総会に出席することができないと判断され，これを発しなかった。 

 平成 20年６月 20日，実際に開催された本件総会において，Ａより新たな取締役をＡ，

Ｅ，およびＦとすることが提案された。ＢおよびＣはこれに反対したが，Ｐ会社株式の議

決権の 60％を有するＡの賛成により，当該提案は可決された。なお，本件総会における議

事運営や採決の方法について，法律上，問題となる点はなかった。 

 

〔問〕 

 Ｂは，本件総会決議には問題があると考えており，その効力を争いたいと考えている。

Ｂはどのような法的手段を用い，どのような主張をなすことが考えられるか。また，Ｂ

の講ずべき法的手段は奏功すると考えられるか，論ぜよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－民事法２－ 

Ⅱ．亡Ａの長男Ｘは，Ａが作成した遺言書をＡの三男Ｙが破棄ないし隠匿した（民法 891

条５号）と主張して，ＹがＡの遺産について相続権を有しないことの確認を求める訴えを，

Ｙを被告として提起した。Ａの法定相続人は，Ｘ，Ｙのほか，妻Ｂ，長女Ｃ，次男Ｄであ

る。Ｘの前記訴えは適法か。解答は，紺色の解答用紙（その１）の裏面にしるせ。 
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